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１ 目的 

  本業務は、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）と、広島市が中国四国産業保安監督部長へ届出

た保安規程（以下「保安規程」という。）等関係諸法規及び本仕様書に基づき、学校施設等の自家用電気

工作物（以下「電気工作物」という。）の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務（以下「保

安業務」という。）を委託し、施設の安全かつ良好な運転状態を保持するものである。 

 

２ 設備概要 

  作業を行う場所（以下「事業場」という。）及び設備の種類等は、別紙１のとおりとする。 

  （単線結線図及び電気使用区域図の手書き図面は、施設課にて閲覧可） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 受注者が実施する保安業務及びこれに伴い発注者が実施する業務は、次の各号によるものとする。 

ア 発注者は、別紙１の事業場について保安業務を担当する者（以下「保安業務担当者」という。）と

面接等を行い、その者が保安業務担当者本人であることを確認する。 

イ 受注者は、電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験（その細目及び具

体的基準は、別紙２の点検実施要領のとおり）を行い、その結果を報告するとともに、経済産業省

令で定める電気設備に関する技術基準を定める省令（以下「技術基準」という。）の規定に適合しな

い事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について発注者に指示又は助言すること。 

ウ 発注者は、保安業務の結果について受注者から報告を受け、その記録を確認し、発注者及び受注

者双方において３年間保存する。 

エ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、その具体的内容を直ちに受注者に通知するものとす

る。 

(ｱ) 所管官庁が電気関係法令に基づいて検査を行う場合。 

(ｲ) 代表者、事業場の名称又は所在地に変更があった場合。 

(ｳ) 保安管理の業務の対象に掲げる事項を変更した場合。 

(ｴ) 電気事故その他災害等が発生又は発生するおそれがある場合は、直ちに受注者に連絡するもの

とする。 

(ｵ) その他必要な場合。 

オ 受注者は、電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合には、次の

(ｱ)から(ｴ)までに掲げる処置を行うこと。 

(ｱ) 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を発注者又はその従業員から受けた場合、現状の確

認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。 

(ｲ) 事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。 

(ｳ) 事故・故障の原因が判明した場合、同様の事故・故障を再発させないための対策について、発

注者に指示又は助言を行う。 

(ｴ) 電気事業法第１０６条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告を行う必要があ

る場合は、発注者に対し事故報告するよう指示を行い、報告書の作成等について助言を行う。 

カ 受注者は、施設において非常災害が発生した場合は、何時といえども速やかに技術者を派遣し、

適切な処理を行わなければならない。 

キ 受注者は、電気事業法第１０７条第４項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。 

ク 受注者は、別紙１に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する中国四国産業保安監督部長

への提出書類及び図面について、その作成及び手続き等の助言を行うこと。 



ケ 受注者は、電気工作物の設置又は変更の工事について、工事期間中の点検及び竣工検査等を行い、

必要に応じそのとるべき措置について発注者に報告すること。 

コ 受注者は、電気工作物の設置又は変更の工事について、発注者の通知を受けて、保安規程等に定

めるところにより工事期間中の点検を行い、その結果を報告するとともに、技術基準の規定に適合

しない又は適合しないおそれがあるときは、そのとるべき措置について発注者に指示又は助言する

こと。 

サ 受注者は、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、

整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びＯＦケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有

する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実

施要領（内規）」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認する

こと。 

⑵ 保安業務担当者は、保安規程等に基づき、保安業務を自ら実施する。ただし、受注者に委託する保

安業務のうち、次のアからエのいずれかに該当する電気工作物については、受注者の監督の下で点検

が行われ、かつ、その記録が受注者により確認されるものに限り、発注者は点検、測定及び試験の全

部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うことができる。また、受注者は、当

該電気工作物の保安につき、発注者に対し助言ができるものとする。 

ア 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用

電気工作物（次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当する自家用電気工作物） 

(ｱ) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１２条第３項の規定に基づき一級建築士等の検査

を要する建築設備 

(ｲ) 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の３の３の規定に基づき、消防設備士免状の交

付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等 

(ｳ) 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第４５条第２項の規定に基づき、検査業者等の検

査を要することとなる機械 

(ｴ) 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器（医療用機 

器、オートメーション化された工作機械群等） 

(ｵ) 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器（密閉型防爆構造機器等） 

イ 設置場所の特殊性のため、電気管理技術者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物（次の

(ｱ)から(ｵ)までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物） 

(ｱ) 立入に危険を伴う場所 

(ｲ) 情報管理のため立入が制限される場所 

(ｳ) 衛生管理のため立入が制限される場所 

(ｴ) 機密管理のため立入が制限される場所 

(ｵ) 立入に専門家による特殊な作業を要する場所 

ウ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物 

エ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物 

 

４ 点検の頻度及び点検項目 

⑴ 受注者は、別紙２の点検実施要領に基づいて月次点検、年次点検、精密点検、臨時点検及び工事期

間中の点検を行う。 

⑵ 発注者の通知を受けて行う工事期間中の点検は、月次点検に定める外観点検を行い、自家用電気工

作物の設置又は変更の工事が計画どおりに施工されていること及び技術基準への適合状況について確

認するものとする。 

⑶ 受注者は、月次点検のほか、発注者及びその従事者等が行った日常巡視等において異常等がなかっ

たか否かの問診を行い、異常があった場合には、保安業務担当者等としての観点から点検を行う。 



⑷ 受注者が、自家用電気工作物の保安業務を行うにあたり、受注者はその責任において次の装置を設

置することができる。 

監視装置（絶縁監視装置） 

ア 低圧電路の絶縁（漏電）を監視するために絶縁監視装置（５０ｍＡ以下の漏電電流で感知し発報

するもの）を受注者の責任において設置し、これを維持管理すること。また、絶縁監視装置は定期

的に性能試験を実施し、その結果を年１回報告すること。 

イ 受注者は、この装置により契約日又は契約履行開始日より絶縁状態（漏電）を常時監視（通年に

わたり、適切な受信状況を維持するため、受信装置は固定局とし移動用受信装置としないこと。）し、

電路の絶縁が不良（漏電が発生）となったことを感知した場合には、発注者及び各学校に通知する

とともに、応急措置をとるものとする。 

ウ 設備の増設、変更により未監視区域が生じた場合、受注者の責任において速やかに監視区域の整

備に着手するものとし、その終了までに至る期間は、法令の定める巡視頻度による管理体制を実施

すること。 

エ 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置（絶縁監視装置）を設置する場合は、警報発生時

に、受注者は、次に掲げる処置を行うこととする。警報発生時とは、警報動作電流以上の漏洩電流

が発生している旨の警報（以下「漏洩警報」という。）を連続して５分以上受信した場合又は５分

未満の漏洩警報を繰り返し受信した場合をいう。なお、警報動作電流の設定の上限値は５０ミリア

ンペア(ｍＡ)とする。 

(ｱ) 警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。 

(ｲ) 警報発生時の受信の記録を３年間保存する。 

 

５ 作業時等における注意事項 

⑴ 受注者は、当該施設が公共施設であることを認識し、何人にも不快感を与えないよう作業を行うも

のとする。 

⑵ 受注者は、施設の運営上支障のないよう業務を実施するものとする。 

⑶ 業務の実施に当たり、受注者は各学校と事前に協議して、日時等を決定するものとする。 

 

６ 保安業務に関する受注者の執行体制等 

⑴ 業務受注者の体制整備等 

ア 受注者は、電気事業法施行規則に規定する要件を満たす資格を有し、かつ電気保安法人の従業員

である保安業務に従事している者又は電気管理技術者を保安業務担当者として選任すること。 

イ 受注者は、保安業務の遂行体制を構築し、保安業務担当者が明確な責任の下に保安業務を実施す

ること。 

ウ 受注者は、保安業務の職務のみを専従とした保安業務担当者を選任させ、他の職務に従事させな

いこと。 

エ 保安業務担当者は、事業場の点検を自ら行うが、必要に応じ他の保安業務担当者（以下「保安業

務従事者」という。）に、保安業務の一部を実施させることができるものとする。 

オ 保安業務担当者と保安業務従事者は指揮命令関係にあって、点検・報告等の業務分担が明確とな

っている体制であること。 

カ 保安業務従事者は、複数の保安業務担当者から点検の指示を受けないこと。 

⑵ 保安業務担当者及び従事者の資格等 

ア 受注者は、保安業務担当者等に電気事業法施行規則に適合する者を充てるものとする。 

イ 保安業務担当者は、自ら保安業務を実施することとする。 

ウ 発注者は、受注者が自家用電気工作物の点検等を行う際（ただし、緊急時を除く。）には、保安業

務に従事する資格を有する証（自家用電気工作物保安業務従事者証）により、保安業務担当者及び



保安業務従事者が本人であることを確認すること。 

エ 保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安業務の実施を補助させ

ることができるものとする。 

オ 受注者は、前各項で定める保安業務担当者及び保安業務従事者の氏名及び生年月日並びに主任技

術者の免状の種類及び番号を、受注者の業業所への連絡方法とともに、書面をもって設置者に知ら

せる。保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても、同様とする。 

⑶ 所轄官庁の承認、社員教育等 

受注者は、所轄産業保安監督部の保安業務外部委託の承認を受け、電気保安管理業を営み、電気技

術ならびに安全作業に関する教育訓練を定期的に実施していること。 

⑷ 個人情報の保護及び適正な管理 

受注者は、個人情報保護等の取扱いに関する管理規定を整備・保有し、所要の研修を適宜適切に実

施し、当該情報の保護及び管理を適正に行うこと。 

⑸ 損害賠償の能力 

受注者は、この契約の実施にあたって、故意又は過失により発注者及び従事者並びに第三者に与え

るおそれがある損害（発注者及び従事者並びに第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業

務の障害等）に対して十分な賠償能力を有すること。 

⑹ 電気保安業務の換算係数 

本業務に従事する技術者の電気保安業務に係る契約している換算係数（経済産業省告示第２４９号

第３条による）が、担当する全施設の換算係数の総和を加算しても３３点未満であること。 

 

７ 業務実施にあたっての詳細事項等 

⑴ 発注者及び受注者の協力及び義務 

ア 受注者は、保安業務の結果から、技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合

には、修理、改造等を発注者に指示又は助言するものとする。 

イ 発注者は、受注者が保安業務の実施にあたり、受注者が報告、助言した事項又は受注者と協議決

定した事項については、速やかに必要な措置をとり、その意見を尊重するものとする。 

ウ 受注者は、保安業務を誠実に行うものとする。 

⑵ 再委託の禁止 

受注者は、契約した業務の全部又は一部を他の者に再委託してはならない。 

⑶ 緊急時の即応体制等 

受注者は、電気事故等、緊急時における宿直・連絡・応動体制等について明確にし、1 時間以内に

有資格者による応急措置等の対応を必ず行うことができること。 

なお、広域災害時には緊急応動体制を講じるものとし、緊急時における対応に関する規程等を整備

し備えていること。 

   また、その履行を確実なものとするため、電話受付及び故障対応等の営業時間外の従業員就業に関

わる就業規則及び当直・当番制度に関わる諸規定を整備し、労働基準監督署等に届け出る等、適切な

措置が担保されていること。 

⑷ プール設備使用前点検 

   受注者は、プールに付随する電気設備など、特に感電等により重大な事故につながる設備について

は、使用時期前に接地抵抗測定、漏電遮断器の動作試験を実施し報告すること。 

⑸ 連絡責任者等 

ア 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために受注者と連絡する連絡

責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。 

イ 発注者は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、そ

の氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする｡ 



ウ 発注者は、ア及びイによる通知の内容変更が生じた場合は、受注者に変更の内容を通知するもの

とする｡ 

エ 発注者は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を、受注者の行う保安業務に立ち会わせるこ

ととする。 

 

８ 労働安全衛生管理 

⑴ 安全の確保 

受注者は、業務の実施にあたり、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全の確

保に努めなければならない。 

⑵ 単独作業の禁止、技術員・監視者等の適正な配置 

受注者は、高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合には、

安全確保のため複数による作業を行い、監視者等による安全確認を実施すること。 

⑶ 保護具、防護具の使用 

ア 受注者は、高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防護具、絶縁用保護具を使用すること。【労働

安全衛生規則第３４２条、３４３条】 

また、必要な適正な防護具、保護具を常備し使用すること。 

イ 受注者は、防護具、保護具を定期的に（６ヶ月に 1 回以上）耐圧試験を実施し、その絶縁性能が

維持されていることを確認すること。【労働安全衛生規則第３５１条】 

また、その記録は発注者の求めがあったとき、直ちに開示しなければならない。 

⑷ 労働災害総合保険等への加入 

受注者は、不測の事態に備え、想定されうる高電圧、高所作業等における労働災害事故に備えて労

働者災害補償保険に加入していること。 

 

９ 機械器具の適正管理等 

⑴ 機械器具の保有 

受注者は、業務に使用するための、平成１５年経済産業省令第８０条電気事業法施行規則第５２条

の２第１号ハ、第２号ロ、経済産業省告示第２４９号第２条に規定された機械器具を保有しなければ

ならない。 

【経済産業省告示第２４９号第２条】 

 規則第五十二条の二第一号ハ及び第ニ号ロの機械器具のうち電気管理技術者及び電気保安法人

に関するものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、保安管理業務を実施する事業場の設置

者がこれらの機械器具を当該事業場に備え付けている場合にあっては当該機械器具を、委託契約

の相手方が太陽電池発電所、燃料電池発電所、蓄電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場

の保安管理業務のみを実施する場合にあっては第七号から第九号までに掲げる機械器具を、委託

契約の相手方又は当該事業場の設置者が必要な場合に使用し得る措置を講じている場合にあって

は第十号及び第十一号に掲げる機械器具をそれぞれ除くものとする。 

一 絶縁抵抗計、二 電流計、三 電圧計、四 低圧検電器、五 高圧検電器、六 接地抵抗計、

七 騒音計、八 振動計、九 回転計、十 継電器試験装置、十一 絶縁耐力試験装置 

⑵ 測定器の校正・誤差試験 

受注者が、業務に使用する次の測定機器（継電器試験機、耐圧試験機に組み込まれた交流電圧計、

電流計も含む。）は国家基準を充足した方法で校正・誤差試験を実施すること。 

ア 交流電圧計 

イ 交流電流計 

ウ 絶縁抵抗計 

エ 接地抵抗計 



⑶ 校正・誤差試験結果の記録等 

前項の測定機器の校正・誤差試験の周期は１年以内とし、受注者は、その試験結果の記録を台帳管

理するとともに、発注者の求めがあったときは直ちに開示しなければならない。また、合格品には校

正試験合格シールを貼付し、その中に実施日を明示しなければならない。 

 

10 報告事項等 

⑴ 業務着手届 

受注者は、契約締結後直ちに業務着手届を提出しなければならない。 

⑵ 事前承諾書類 

受注者は、あらかじめ発注者に対し、次の書類を提出してその承諾を得なければならない。契約後

に変更事項等があった場合も、同様とする。 

ア 広島市委託契約約款第８条に定める現場責任者（保安業務担当者）及び現場責任者の指示により

点検等を行わせる保安業務従事者の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号を記し

た名簿及び資格等を証する書類の写し 

イ 到達時間確認書（地図、距離、交通機関等を明記したもの） 

ウ 緊急時即応体制、当直・当番担当者日割表 

エ 保安業務以外の職務を兼務しない旨の宣誓書 

オ 所有機械器具一覧表（校正・誤差試験記録含む） 

カ 所有機械保護具・防護具一覧表（耐圧試験記録含む） 

キ 損害賠償保険に加入している場合は、その保険証の写し 

ク 労働災害総合保険証等の保険証の写し 

ケ 労務管理等に関する書類 

(ｱ) 労務管理等の規程等（社内規約等） 

(ｲ) 指揮命令体制及び業務分担表 

(ｳ) 現場責任者及び保安業務従事者が法人の従業員である証明書（健康保険証等） 

  コ 停電作業実施票・チェックリスト（現在使用しているもの） 

サ 絶縁監視装置定期性能試験書（現在使用しているもの） 

シ 個人情報保護管理規定及び研修・監査に関する報告書 

⑶ 委託業務実施計画書 

受注者は、広島市委託契約約款第６条に定める委託業務実施計画書（保安規程等に基づく点検等に

関する年間実施計画書）を契約締結後速やかに発注者に提出して、承認を受けなければならない。 

⑷ 委託業務実施報告書 

受注者は、広島市委託契約約款第１２条に定める委託業務実施報告書（点検等報告書）について、

業務完了後、記録表に必要事項を記載し、学校長（学校長が不在の場合は教頭）の確認印を受けた後、

実施月ごとに翌月の１０日（当該日が休日等に該当する場合は、その直後の休日等でない日とする。

ただし、３月分については、同月末日までとする。）までに発注者へ報告書を提出するものとする。 

なお、この際、各学校の点検報告書について、これを集約のうえ、不良箇所一覧表を添付し、別紙

１の点検頻度に沿って提出すること。 

また、発注者及び受注者は、その点検実施者及び点検等に係る記録（委託業務実施報告書）を３年

間保存しておくこと。 

 ⑸ 点検対象機器一覧表 

   受注者は、別紙１の事業場において設置されている受電設備について、以下の項目を記載のうえ、

所定の様式により、令和７年６月１２日（当該日が休日等に該当する場合は、その直後の休日等でな

い日とする。）までに発注者に提出することとする。また、その際には、電子データ１部（エラーがな

いことを確認した後、ウイルス対策ソフトによる確認を行ったもの）も合わせて提出すること。 



ア 電気工作物の種類 

  イ 製造業者 

  ウ 製造年月日 

  エ 型式 

  オ 製造番号 

  カ 定格容量 

  キ 総質量その他 

  ク 写真（銘板、全体像の分かるもの） 

⑹ 改善措置 

受注者による改善の意見等がある場合、発注者及び各学校と協議のうえ、速やかに適切な処置を講

ずるよう努めるものとする。 

 

11 費用の負担 

この業務を行うために要する費用のうち、電気料及び水道料は、全て発注者の負担とする。 

 

12 その他 

⑴ 中国四国産業保安監督部への申請・届出 

入札の結果、契約が締結された場合は、契約期間の開始の日から速やかに受注者の責任において手

続き書類を作成し、中国四国産業保安監督部に保安業務外部委託承認申請書及び保安規程届出書を提

出するものとする。【電気事業法第４２条第１項、電気事業法施行規則第５２条第２項】 

⑵ 契約の解除 

前項⑴の申請が承認を得られなかった場合、又は取り消しになった場合において、発注者はこの契

約を任意に解除できるものとする。 

⑶ 学校の新設・廃校 

契約履行期間開始後、契約担当地域内において、学校の新設（移転を含む。）があった場合、契約残

存期間中は、当該地区の受注者において保安業務を実施するものとし、これに伴う契約金額について

は、発注者と受注者で協議のうえ決定するものとする。 

また、契約履行期間開始後、契約担当地域内において、学校の廃校（移転を含む。）があった場合、

受注者による装置の撤去については、全て受注者の負担において行うものとする。これに伴う契約金

額については、発注者と受注者で協議のうえ決定するものとする。この場合において、発注者は、当

該学校に係る残存期間中の残額保証等は行わないこととする。 

⑷ 設備容量の増加 

契約履行期間開始後、特別支援学校の受電設備の改良及び設備の増設等により設備容量の増加があ

った場合、保安業務の取扱は増加後の設備容量に従って実施するが、契約金額については変更しない。

ただし、電気保安業務の換算係数（経済産業省告示第２４９号第３条による）において、担当する全

施設の換算係数の総和が、１点増加するような著しく大規模な変更については、発注者と受注者で協

議のうえ、決定するものとする。 

 ⑸ この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者・受注者で協議してこれを定める。 


